
号

外

一�
令

和

八

年

三

月
二
十
七
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
福
祉
連
携
推
進
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

二

○
岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

九

人
事
委
員
会
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
五

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(
同

)

一
五

公
安
委
員
会
規
則

○
交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

地

域

課)

一
六

○
岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

警

務

課)
一
六

規

則

岐
阜
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
看
護
学
生
修
学
資
金
貸
付
規
則(

令
和
六
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

県
内
の
看
護
師
養
成
所｣

を｢

県
内
の
看
護
師
養
成
施
設｣

に
、｢

第
二
十
一
条
第
三

号｣

を｢

第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
大
学
及
び
同
条
第
二
号
に
規

定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校(

以
下｢

大
学
等｣

と
い
う
。)

並
び
に
同
条
第
三
号｣

に

改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中｢

看
護
師
養
成
所
又
は｣

を｢

看
護
師
養
成
施
設
又
は｣

に
、｢

第
二
学

年
以
上
の
学
年｣

を｢

最
終
学
年
又
は
そ
の
直
前
の
学
年(

第
一
学
年
を
除
く
。)｣

に
改
め
、
同
項
第

三
号
イ
中｢

看
護
師
養
成
所｣

を｢

看
護
師
養
成
施
設｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中｢

看
護
師
養
成
所｣

を｢

看
護
師
養
成
施
設｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢
看
護
師
養
成
所
又
は｣

を｢

看
護
師
養
成
施
設
又
は｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
号
中｢

看
護
師
養
成
所
又
は｣

を｢

看
護
師
養
成
施
設
又
は｣

に
改
め
、
同
条
中
第
五

号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

大
学
等
に
入
学
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一
日
に
お
け
る
住
所
の
記
載
が
あ
る

住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面(

大
学
等
に
在
学
す
る
者
に
限
る
。)

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中｢

看
護
師
養
成
所
若
し
く
は｣

を｢

在
学
す
る
看
護
師
養
成
施
設
若
し
く

( ) 令和８年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日



は｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中｢

看
護
師
養
成
所
又
は｣

を｢

看
護
師
養
成
施
設
又
は｣

に
、

｢
修
学
資
金
利
用
養
成
所｣

を｢

修
学
資
金
利
用
養
成
施
設
等｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中｢

修
学
資
金
利
用
養
成
所｣

を｢

修
学

資
金
利
用
養
成
施
設
等｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢養

成
所
名
等
｣

を｢養
成
施
設

名
等
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢看
護
師
養
成
所
又
は
｣

を｢看
護
師
養
成
施
設
又
は
｣

に
、｢５

そ
の
他
(

)
｣

を｢５
住
民
票
の
写
し
(大
学
等
の
在
学
者
の
み
)

６
そ
の
他
(

)
｣

に
、

｢

を
｣

｢※
｢出
身
地
｣
欄
は
､
大
学
等
の
在
学
者
の
み
､
以
下
に
よ
り
選
択
す
る
こ
と
(看
護
師
養
成
所
又
は
准
看

に

護
師
養
成
所
の
在
学
者
は
記
載
不
要
)｡

｢岐
阜
県
内
｣
:大
学
等
の
入
学
年
度
の
前
年
度
の
１
月
１
日
に
お
け
る
住
所
が
岐
阜
県
内
で
あ
る
者

｢岐
阜
県
外
｣
:大
学
等
の
入
学
年
度
の
前
年
度
の
１
月
１
日
に
お
け
る
住
所
が
岐
阜
県
外
で
あ
る
者

※
添
付
す
る
住
民
票
に
よ
り
当
該
住
所
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合
は
､
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
提
出
す
る
こ

と
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

｢養
成
所
名
｣

を

｢養
成
施
設
等
名
｣

に
、｢看

護
師
養
成
所
又
は
｣

を

｢看
護
師
養
成
施
設
又
は
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢養

成
所
名
｣

を｢養
成
施
設
等
名
｣

に
、｢養

成
所
所
在
地
｣

を｢養
成

所

施
設
等

在
地
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢養

成
所
名
｣

を｢養
成
施
設
等
名
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
五
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
の
四
第
二
項
を
削
る
。

第
二
条
の
七
第
二
項
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年３月27日 ( )２

帰
省
先
住
所

及
び
電
話
番
号

帰
省
先
住
所

及
び
電
話
番
号

職
業

職
業

〒(
)

―

〒(
)

―

本
人
と
の

続
柄

本
人
と
の

続
柄

□
岐
阜
県
内

□
岐
阜
県
外

出
身
地

大
学
等
の
在
学
者
の
み



   

( ) 令和８年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



別
記
第
二
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年３月27日 ( )４



( ) 令和８年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



別
記
第
二
号
様
式
の
四
の
二
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
五
中 ｢

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
二
号
様
式
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年３月27日 ( )６

者 診 受

生
年
月
日

氏
名

住
所

者 診 受

被
保
険
者
等

記
号
・
番
号

保
険
者

生
年
月
日

氏
名

住
所

適
用
区
分
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別
記
第
二
号
様
式
の
六
の
二
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の

調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(
平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第

九
十
四
号
の
五)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

第
六
条
第
二
項
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

｢

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
表
面
中｢申

請
し
ま
す
｡
｣

を｢申
請
し
ま
す
｡
ま
た
､
申
請
書
の
情
報
が
県
の

セ
ミ
ナ
ー
等
の
難
病
対
策
事
業
や
患
者
会
の
案
内
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
｡
｣

に
、

( ) 令和８年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９
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｢

を

｣
｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年３月27日 ( )10

受
診
を
希
望
す
る

指
定
医
療
機
関

受
診
を
希
望
す
る

指
定
医
療
機
関

(薬
局
､
訪
問
看

護
事
業
者
等
を
含

む
｡)

医
療
機
関
の
名
称

医
療
機
関
の
名
称

所
在
地

所
在
地

医
療
機
関
コ
ー
ド
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別
記
第
二
号
様
式
の
二
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中 ｢

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年３月27日 ( )12

者 診 受

住
所

生
年
月
日

住
所

者 診 受

被
保
険
者
等

記
号
・
番
号

保
険
者

住
所

生
年
月
日

住
所

適
用
区
分
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号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年３月27日 ( )14



別
記
第
四
号
様
式
の
二
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に

関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
行
政
職
の
表
警
察
本
部
長
の
項
本
庁
次
長
の
欄
中｢

総
務
室
長｣

を｢

本
部
参
事
官｣

に
改
め

る
。別

表
公
安
職
の
表
警
察
本
部
長
の
項
本
部
部
長
の
欄
中｢

首
席
監
察
官｣

を｢

首
席
監
察
官

総
務
室
長

｣

に
改

め
、
同
項
本
部
課
長
の
欄
中｢

交
通
捜
査
対
策
官｣

を｢

交
通
捜
査
対
策
官

警
衛
警
護
室
長

｣

に
改
め
る
。

別
表
研
究
職
の
表
警
察
本
部
長
の
項
中 ｢

を

｣
｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
公
安
職
の
表
警
察
本
部
長
の
項
本
部
課

長
の
欄
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
警
察
本
部
長
の
部
警
察
本
部
の
項
八
級
の
欄
中｢総

務
室
長
｣

を｢参
事
官
｣

に

改
め
る
。

別
表
第
一
ロ
の
表
警
察
本
部
長
の
部
警
察
本
部
の
項
七
級
の
欄
中｢交

通
捜
査
対
策
官
｣

を｢交
通

捜
査
対
策
官
､
警
衛
警
護
室
長
｣

に
改
め
、
同
項
九
級
の
欄
中｢首

席
監
察
官
｣

を｢首
席
監
察
官
､

総
務
室
長
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
へ
の
表
警
察
本
部
長
の
部
警
察
本
部
の
項
五
級
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
ロ
の
表
警
察
本
部
長
の
部
警
察
本

部
の
項
七
級
の
欄
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和８年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15
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交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会

規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
表
岐
阜
中
の
部
西
岐
阜
同
の
項
中｢

以
南
に
限
る
。)｣

の
下
に｢

、
鏡
島
東
一
〜
四
丁
目｣

を
加
え
、
同
表
岐
阜
羽
島
の
部
正
木
同
の
項
中｢

小
熊
町
足
近
新
田｣

の
下
に｢

、
小
熊
町
一
〜
五
丁

目
、
小
熊
町
西
小
熊
、
小
熊
町
外
粟
野
、
小
熊
町
外
粟
野
一
〜
四
丁
目
、
小
熊
町
内
粟
野
、
小
熊
町
内

粟
野
一
〜
四
丁
目
、
小
熊
町
天
王
、
小
熊
町
天
王
一
〜
四
丁
目
、
小
熊
町
川
口
、
小
熊
町
川
口
一
丁
目
、

小
熊
町
川
口
前
、
小
熊
町
島
、
小
熊
町
島
一
〜
五
丁
目
、
小
熊
町
島
新
道
、
小
熊
町
島
前
、
小
熊
町
江

頭
、
小
熊
町
東
小
熊
、
小
熊
町
相
田｣

を
加
え
、
同
表
養
老
の
部
署
所
在
地
同
の
項
中｢(

松
栄
町
に

限
る
。)｣

を
削
り
、｢

烏
江｣

の
下
に｢

、
小
倉
、
西
小
倉
、
有
尾
、
田
、
横
屋
、
船
見
、
一
色
、
若

宮｣

を
加
え
、
同
表
大
垣
の
部
神
戸
同
の
項
か
ら
安
八
同
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
二
の
表
郡
上
の
部
白
鳥
同
の
項
中｢

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥｣

を｢

郡
上
市
白
鳥
町
為
真｣

に
改

め
、
同
部
署
所
在
地
同
の
項
中｢

限
る
。)｣

の
下
に｢

、
八
幡
町
美
山
、
八
幡
町
入
間
、
八
幡
町
洲
河
、

八
幡
町
野
々
倉
、
八
幡
町
小
那
比
、
八
幡
町
安
久
田｣

を
加
え
、
同
表
加
茂
の
部
み
の
太
田
駅
北
同
の

項
中｢

山
手
町
一
〜
三
丁
目｣

の
下
に｢

、
下
米
田
町
今
、
下
米
田
町
小
山
、
下
米
田
町
為
岡
、
下
米

田
町
西
脇
、
下
米
田
町
信
友
、
下
米
田
町
則
光
、
下
米
田
町
東
栃
井
、
下
米
田
町
山
本
、
牧
野｣

を
加

え
、
同
表
可
児
の
部
西
可
児
同
の
項
中｢

若
葉
台
一
〜
九
丁
目｣

の
下
に｢

、
矢
戸
、
美
里
ケ
丘
一
・

二
丁
目
、
塩
河
、
長
洞
、
塩
、
室
原
、
坂
戸
、
清
水
ケ
丘
一
〜
六
丁
目｣

を
加
え
、
同
表
恵
那
の
部
駅

前
同
の
項
中｢

長
島
町
鍋
山｣

の
下
に｢

、
笠
置
町
、
長
島
町
久
須
見(

四
ツ
谷
を
除
く
。)

、
武
並
町

藤(

小
僧
屋
敷
に
限
る
。)｣

を
加
え
る
。

別
表
三
の
表
岐
阜
羽
島
の
部
小
熊
同
の
項
を
削
り
、
同
部
上
中
同
の
項
中｢

同

市｣

を｢

羽
島
市｣

に
改
め
、
同
表
養
老
の
部
上
多
度
同
の
項
を
削
り
、
同
部
池
辺
同
の
項
中｢

同

郡
同

町｣

を｢

養

老
郡
養
老
町｣

に
改
め
、
同
表
大
垣
の
部
、
郡
上
の
部
西
和
良
同
の
項
、
加
茂
の
部
下
米
田
同
の
項
、

可
児
の
部
春
里
同
の
項
及
び
恵
那
の
部
笠
置
同
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
四
十
四
条
の
十
二｣

を｢

第
四
十
四
条
の
十
三｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中｢

五
課｣

を｢

四
課｣

に
、｢

警
務
課

教
養
課｣

を｢

警
務
課｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

警
察
教
養
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

十

警
察
教
養
施
設
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。
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之
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安

八
同

同
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町 同
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神
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安
八
郡
安
八
町

同

郡
輪
之
内
町

同

郡
神
戸
町

同

市
の
う
ち

墨
俣
町
墨
俣
、
墨
俣
町
上
宿
、
墨
俣
町
下
宿
、
墨
俣
町
二

ツ
木
、
墨
俣
町
先
入
方
、
墨
俣
町
さ
い
川
、
墨
俣
町
さ
い

川
堤
外
地

安
八
郡
安
八
町



第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

削
除

第
二
十
八
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
係
る
警
備
情
報
の
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
そ
の
他
外
国
人
及
び
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
係
る
警
備
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る

こ
と
。

第
二
十
八
条
第
四
号
を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中｢
警
備
第
二
課
に｣

の
下
に｢

警
衛
警
護
室
、｣

を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
中｢

教
養
課｣

を｢

警
務
課｣

に
改
め
る
。

第
二
章
第
五
節
中
第
四
十
四
条
の
十
二
を
第
四
十
四
条
の
十
三
と
し
、
第
四
十
四
条
の
八
か
ら
第
四

十
四
条
の
十
一
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
四
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

警
衛
警
護
室
長)

第
四
十
四
条
の
八

警
衛
警
護
室
に
警
衛
警
護
室
長
を
置
き
、
警
視
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

警
衛
警
護
室
長
は
、
命
を
受
け
、
警
衛
警
護
室
の
業
務
を
行
い
、
部
下
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和８年３月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17
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